
 

               

 

生活支援体制整備事業について 
～第２層生活支援コーディネーターの拡充～ 

 

〇背 景 

少子高齢化が進むなか、高齢者の在宅生活を支えるため、ボランティア、ＮＰＯ、

民間企業、地域住民等の多様な事業主体による生活支援サービスの提供体制の整備が

求められています。 

 

〇現 状 

現在、和歌山市では、１５の日常生活圏域のうち、４つの圏域に第２層生活支援コ

ーディネーターを配置しています。 

 

〇今 後 

７月に委託法人の公募を開始し、１０月から市内全圏域に第２層生活支援コーディ

ネーターを配置して、それぞれの地域のニーズに応じたサービスの提供を市内全域で

行えるよう体制を整備していきます。 
 

 
※生活支援コーディネーターとは、地域の虚弱な高齢者の「困りごと」を元気な高齢者等が担い手となりボランテ

ィア等で助けるなど「地域の支えあいの体制をつくる」推進員です。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ★は現在配置している圏域 

担 当 課 地域包括支援課 

担 当 者   山本、赤山、西岡 

電    話 （073）435－1197 

内  線  3630 

圏域 地区 

１ 加太・西脇 

2 木本・貴志 

★3 松江・湊 

4 野崎・楠見 

5 有功・直川 

★6 紀伊・山口・川永 

7 西和佐・和佐・小倉 

8 岡崎・西山東・東山東 

9 名草・三田・安原 

10 雑賀崎・田野・和歌浦・雑賀 

★11 宮・宮前 

12 砂山・今福・吹上・高松 

13 広瀬・芦原・新南・大新 

★14 中之島・宮北・四箇郷 

15 本町・城北・雄湊 

 

資 料 提 供 

平成３０年 ７月 ５日 


